
 ルクセンブルク情勢（２０１０年第４四半期〈１０－１２月〉） 

 

１.概況 

【内政】 

●２０１０年－２０１１年国民議会が開会 

【外交】 

●アッセルボルン副首相兼外相，国民議会において外交演説 

【経済】 

●総合国際食見本市「EXPOGAST２０１０」開催  

●インフレ率  ：１０月２．６％、１１月２．３％、１２月２．８％ 

●失業率    ：１０月６．１％、１１月６．１％、１２月６．２％ 

●投資信託資産高：１０月２兆１０７６億ユーロ、１１月２兆１６０９億ユーロ、 

１２月２兆１９９０億ユーロ 

２.主要トピック 

（１）２０１０年－２０１１年国民議会が開会（１０月１２日） 

財政再建を目指す２０１１年政府予算案に加え，医療改革法案，年金改革法案，地方選

挙法改正法案，同性婚を容認する法案，妊娠中絶の条件を緩和する法案などが審議される

予定。特に地方選挙法が改正されれば，１１年１０月の統一地方選から一定の条件（例え

ば在住５年以上等）を満たした全ての外国人に被選挙権が認められることが注目される。 

（２）アッセルボルン外相による外交演説（１１月１６日） 

 アッセルボルン副首相兼外相が国民議会において、国際社会が直面する多くの挑戦に対

する適応をテーマに外交演説を行った。特に，①通貨ユーロに対する信頼を回復するため

のＥＵの団結とＥＵ内数カ国による支配を避け共同体のやり方を守っていくことの重要性，

③米，露，中等，戦略的パートナーとの関係強化，④当国の立候補する２０１２年安保理

非常任理事国選挙，⑤新興国・地域における外交網の強化（在ア首連及びトルコ大使館の

新設）について述べた。 

（３）総合国際食見本市「エキスポガスト ２０１０」開催（１１月２０～２４日） 

 4年に 1度開催され今回が第 11回目。この料理オリンピックには 53か国 2,400名のシェ

フが出場し，業務関係者 8,000名を含む 44,500名の来場者があった。特に，株式会社ぐる

なびが日本企業として初めて出展した。 

（４）２０１１年度予算，国民議会で採択（１２月９日） 

予算規模 127 億ユーロ。年度中に公的累積債務残高 GDP 比 3.4%，財政赤字 GDP 比 1.2%，

経済成長率 3～3.5％,失業率 6％を予想。 

（５）経済政策に関する政労使３者協議が事実上妥結 

政府は 2014年までの財政均衡と競争力強化を目指した取り組みを本格化。右施策に係る

国内コンセンサスを見出すため，10 年春以降断続的に，当国伝統の政労使３者協議が 4 年

振りに持たれた。同 3 者協議は，当初，賃金物価スライド制の存廃・調整問題で衝突し交

渉が難航したが，秋以降，「政・労」と「政・使」に分けた協議を実施することで雰囲気

が改善され，また同スライド制の 11 年 10 月までの適用延期と適用することによる企業側

負担を一時的に政府が財政面で手当てするとの工夫によって折り合いが見出され，10年 12

月までに事実上妥結した。 

 

 ３.主な出来事 

（１）内政 



【１０月】 

１２日  ２０１０－２０１１年国民議会が開会（注：議会規則により毎年１０月第２火

曜日に開会する） 

【１２月】 

７日   ＯＥＣＤの 2009 年学習到達度調査（PISA）でルクセンブルクは全て（読解力，

数学，科学）で平均点以下に。各紙が教育大臣・教育省を批判 

９日   ２０１１年度予算，国民議会で採択 

１６日  国民議会，社会最低賃金（SSM）の 1．9％上昇を採択。11 年 1 月 1 日から SSM

は月 1,758ユーロに 

 

（２）外交・安全保障・ＥＵ 

【１０月】 

４～５日 ユンカー首相，第８回ＡＳＥＭ首脳会合に出席（於ブリュッセル） 

７日  パナマのバレーラ副大統領兼外相が来訪。アッセルボルン副首相兼外相と二国間

関係，ラ米情勢を協議。フリーデン財務相と二重課税防止協定に署名 

８～１２日 大公殿下，クレッケ経済通商相を帯同し訪中。１０日の「上海万博ルクセン

ブルク・デー」式典に参列。上海で史上最大のルクセンブルク商業ウィークを開

催 

１４日 アッセルボルン副首相兼外相及びハルスドルフ国防相，ＮＡＴＯ閣僚会合出席（於

ブリュッセル）。１１月に予定されるＮＡＴＯリスボン首脳会合に向け協議 

１５日 アッセルボルン副首相兼外相，当地でアフリカ諸国の大使と面談。ルクセンブル

ク及びＥＵ・アフリカ関係，アフリカ支援及び同地域情勢を議論 

２０日 ・オランダのルッテ首相，就任後初めての外遊としてベルギーに続きルクセンブ

ルクを来訪。ユンカー首相とベネルクス条約など二国間関係及び１０月末の欧州

理事会に向け協議 

・シュミット移民相，ロマ人・放浪民に関する欧州評議会ハイレベル会合に出席

（於ストラスブール） 

２２～２４日 モデールト文化相，モンルー（スイス）で開催された第１３回仏語圏サミ 

ットに出席 

２４日 当地ゼニンゲン城でベネルクス外相会合開催。特にＥＵの経済ガバナンス，ＮＡ

ＴＯリスボン首脳会合及びベネルクスとＶ４（ポーランドなど東欧４か国）の協

力等を協議 

２４日 ユンカー首相，ブリュッセル訪問中のナザルバエフ・カザフスタン大統領と会談。 

金融・経済面を含む二国間関係，ＥＵとの関係等を協議 

２５日 ・ルクセンブルクにおいてＥＵ総務・外務理事会開催 

同月末の欧州理事会に向け，主にＥＵの経済ガバナンスについて議論 

・ロシアのアヴデエフ文化相来訪。クレッケ経済・通商相と二国間経済プロジェ 

クトについて協議，またモデール文化相と両国間の 2011-2014 年文化協定新実施

計画に署名 

２７日 アッセルボルン副首相兼外相，ギリシャを実務訪問。ギリシャ財政問題，同国を

通じたＥＵへの移民流入問題及び西バルカン諸国のＥＵ加入問題等について協議 

２８～２９日 ユンカー首相，欧州理事会（於ブリュッセル）に出席。主にＥＵの経済ガ

バナンス（2013 年以降の恒常的なユーロ圏金融安定化メカニズム，財政規律及び

経済状況監視等の強化）等について議論 

２９日 アッセルボルン副首相兼外相，当地でアラブ諸国大使等を会談。中東和平プロセ 

ス，イラン核開発問題等について協議 

【１１月】 

６～７日 アッセルボルン副首相兼外相，ア首連で開催された安全保障・平和フォーラム



に参加。パレスチナ，イラン問題等について意見交換 

８日  ヤコブス開発協力相，来訪したセネガル財務相と同国との 2012 年-2016 年開発協

力指標計画(PIC III)について協議 

９日  ブゼク欧州議会議長来訪。ユンカー首相とＥＵの経済問題，ＥＵ予算等について

協議。大公殿下へ表敬，モザール国会議長と会談 

９～１０日 アッセルボルン副首相兼外相，クラスター爆弾禁止条約第１回締約国会合に

出席（於ラオス） 

１１日 アッセルボルン副首相兼外相，クシュネール仏外相と会談（於パリ）。二国間関

係，中東情勢等について意見交換 

１２日 ドイツのヴルフ大統領，国賓として来訪 

１６日 アッセルボルン副首相兼外相，国民議会において外交演説  

１９～２０日 ユンカー首相及びアッセルボルン副首相兼外相，ＮＡＴＯ首脳会合出席（於

リスボン） 

２１日 アッセルボルン副首相兼外相，ルクセンブルクでベネルクス・バルト諸国外相会

合を主宰。ＯＳＣＥ首脳会合(12/1,2)，ＥＵ・ロシア・サミット(12/7)及びＥＵ

新規加盟候補国について意見交換 

２２日 アッセルボルン副首相兼外相，ＥＵ総務・外務理事会に出席（於ブリュッセル）

中東和平，イラン問題及びＥＵ域外国（アフリカ，露，印）との会合に向け協議 

２３日 オランダのローゼンタール外相来訪。両国経済関係，欧州問題等についてユンカ

ー首相，アッセルボルン副首相兼外相と協議 

２５日 欧州功労賞財団による勲章受章式出席のためブゼク欧州議会議長，ファン＝ロン

パイ欧州理事会議長及びバローゾ欧州委員会委員長が来訪 

３０～１２月１日 ユンカー首相，チュニジアを公式訪問 

【１２月】 

１～２日 アッセルボルン副首相兼外相，ＯＳＣＥ首脳会合に出席（於カザフスタン）。

同地で伴野外務副大臣と会談し欧州経済情勢，東アジア情勢，日ＥＵ・ＥＰＡに

向けた協力等について意見交換 

３日  ユンカー首相，ドイツを訪問しヴルフ大統領等と欧州情勢，二国間関係について

協議 

５～７日 ハルスドルフ国防相及びファイヨ国民議会外交委員長，アフガニスタン及びコ

ソヴォを訪問。それぞれＮＡＴＯのＩＳＡＦ及びＫＦＯＲ活動に参加するルクセ

ンブルク兵を激励 

９～１０日 アッセルボルン副首相兼外相，モザンビークを実務訪問。ゲブーザ大統領，

アリ首相及びバロイ外相等と二国間協力を協議 

１３～１４日 アッセルボルン副首相兼外相，ＥＵ総務・外務理事会に出席（於ブリュッ

セル）。ＥＵの東方パートナーシップ，アフリカ地域情勢等について協議 

１６～１７日 ユンカー首相，欧州理事会出席（於ブリュッセル）。ユーロ圏加盟国によ

る恒久的な金融安定メカニズム（ＥＳＭ）を設立するため、リスボン条約１３６

条の改正案を採択 

２１日 アッセルボルン副首相兼外相，ルクセンブルク・モンテネグロ・セルビア３国間

の証券取引所の技術協力に係わる議定書に署名 

 

（３）経済 

【１０月】 

１日   政労使三者協議の不調を受けて９月２９日に政府・労組間で行われた協議にお

ける合意内容につき，政府・使用者団体（UEL）間で話し合いの場が持たれるも，

政府と，政府提案は企業競争力を剥ぐものだとする UEL との間の意見の隔たり

は大きく，結論は出ず 



４～５日 ユンカー首相（ユーログループ議長），議長として第３回ＥＵ・中国マクロ経

済対話（於ブリュッセル）に参加。温家宝首相等に対し，人民元の為替レート

が過小評価されているとして，その是正を要請 

５日   フリーデン財務相，２０１１年予算法案を国民議会に提出。歳出１２７億ユー

ロ，累積財政赤字は微増しＧＤＰ比１９％へ 

６日 政府系マイクロファイナンス認証機関 LuxFLAG(Luxembourg Fund Labelling 

Agency)が，「KCD Microfinance Fund I Global」等の 5件の信託投資に認証を

付与（ル・コティディアン紙報道） 

８～９日 ユンカー首相（ユーログループ議長）にＧ７会合に出席（於ワシントン）。そ

の後，フリーデン財務相と共にＩＭＦ及び世銀会合に出席。ストロス＝カーン

ＩＭＦ専務理事他と会談 

８日 アルセロール・ミタル社等，鉄鋼カルテルに対するＥＵ課徴金の算定に重大な

誤りがあったとして，５１８百万ユーロ→４５７百万ユーロへの減額を受ける

（ラ・ヴォア紙報道） 

１３日 国民議会が，資金洗浄及びテロ資金対策の法的枠組を強化する法案を可決 

１９日 当地で開催されたＥＵ財務相理事会において承認された代替投資ファンド規制

につき，フリーデン財務相が当国経済に資すると発言 

２２日 当国最大の監査法人 PwC Luxembourg が決算発表記者会見。全世界的に PwCが進

めるアドバイザリー業務縮小の流れに乗らず，同業務（PwC Luxembourg の活動

の１９％に相当）は維持（レッツェブルガー・ジャーナル紙報道） 

２５～２９日 フリーデン財務相，金融界ミッションのトップとしてチリ，アルゼンチン，

ウルグアイ，ブラジルを歴訪。ルクセンブルク金融市場の広報，各国金融市場

との関係強化を働き掛け 

２５日 International Islamic Liquidity Management Corporation （IILM）の設立合

意文書に１１の中央銀行と２国際機関が署名。ルクセンブルクから，ルクセン

ブルク中央銀行メルシュ総裁が開所式に出席 

２７～２９日 シャンク担当大臣，名古屋で開催された生物多様性条約第１０回締結国会

議（ＣＯＰ１０）に出席 

２８日 米司法省，米国発着の航空貨物に係るサーチャージ料等につき価格カルテルを

結んでいたとして，当国カーゴルクス社を含む航空貨物１８社及び責任者１４

名を起訴 

３１～１１月２日 フリーデン財務相，トルコを訪問。イスタンブール金融市場との関係

強化等を働き掛け 

【１１月】 

１～４日 クレッケ経済・通商相，経済ミッションのトップとしてアンゴラを訪問 

２日 金融監督委員会が１０年９月３０日付の銀行セクターの調整前決算を３９億２５

００万ユーロと発表。０９年第３四半期と比べ１９．５％下落 

９日 欧州委員会，価格カルテルを結んでいたとしてカーゴルクス社を含む航空貨物１

１社に対し，課徴金の支払いを命ずる（ラ・ヴォア紙報道） 

１１日 ・フリーデン財務相，香港を訪問。香港との二重課税防止協定に署名 

 ・欧州議会が代替投資ファンド・マネジャー指令（AIFMD）を可決 

・クリアストリームが７１ポストを削減すると発表（ル・コティディアン紙報道） 

１４日 ギヨーム皇太子殿下，クレッケ経済・通商相及びバイオ医療関係者を帯同しスウ

ェーデンを訪問 

１７日 ＢＧＬＢＮＰパリバが、ＢＮＰパリバルクセンブルクとの合併が完了したことに

つき記者会見。従業員数４，２５２，支店数３７，リテール部門個人顧客数２５

６，０００を抱える金融機関に 

２０～２４日 総合国際食見本市「EXPOGAST２０１０」開催（於ルックスエキスポ会場） 



２１～２３日 ルクセンブルク（セトフォンテーヌ城）に於いて「グローバル・チャイナ・

ビジネス会合」開催。ギヨーム皇太子殿下が開会の辞を述べ，ユンカー首相がＥ

Ｕ・中国間の経済通商関係の強化についてスピーチ 

２２日 Luxembourg for Finance、ミラノでセミナーを開催 

２３日 ルクセンブルク中央銀行、１０年１０月３１日現在の金融機関資産残高を１兆６

８８億８８００万ユーロと発表 

２４～２５日 当国で代替投資ファンドに関するカンファレンスが開催され、ＥＵ代替

投資ファンド・マネージャー指令（ＡＩＦＭＤ）の影響等について議論 

３０日 KBL European Private Bankers S.A.がルクセンブルクでの全雇用数の１０％以上

にあたる１１５ポストを削減（ラ・ヴォワ紙報道） 

【１２月】 

１日 金融監督委員会が１０月３１日現在の投資信託（organismes de placement 

collectif(ＯＰＣ)及び fonds d’investissement specialisés（ＦＩＳ）)残高

を２兆１０７６億ユーロと発表。前月に比べ１．１４％増加，年間では１８．５

７％増加 

２日 国民議会が金融経済危機対策に係る税制措置を可決 

３日 国立貯蓄銀行が国際金融紙 The Bankerで、最も業績の良い銀行に与えられる Bank 

of the Year –Luxembourgを受賞 

６日 ユンカー首相とトレモンティ伊経済・財務相が連名で欧州共通債を提唱（英フィ

ナンシャル・タイムズ紙報道） 

７日 ＥＵ経済・財務相理事会において脱税防止のための各国税務当局の協力について

政治合意 

１０日 ・Compagnie de banque privéeが国際面強化のため Quilvestとの合併を決定（ル・

コティディアン紙報道） 

・LBBW Stuttgart がルクセンブルクでの銀行営業を２０１３年末で停止（ル・コ

ティディアン紙報道） 

・ルクセンブルク中央銀行、１０年第３回マクロ経済報告を公表 

１５日 政府とルクセンブルク企業連合が二者協議。事実上，政労使３者協議が妥結 

１６日 国民議会，UCITSⅣ法案（ＥＵ投資信託指令の国内法制案）及び最低賃金の引き上

げを可決 

１７日 格付会社スタンダード＆プアーズ（S&P），ルクセンブルクの長期ソブリン格付を

「ＡＡＡ」，短期格付を「Ａ－１＋」に据え置き。アウトルックは「安定的」（ラ・

ヴォワ紙報道） 

３１日 金融監督委員会，１１月末現在の投資信託残高を２兆１６０９億ユーロと発表 

 

（４）大公室・社会 

【１０月】 

７日  大公殿下，即位１０周年 

【１１月】 

１１日 ギヨーム皇太子殿下，２９歳の誕生日 

１１～１２日 ルクセンブルク学生フェア開催（市内ルックスエキスポ会場）。日本スタ

ンドへは２日間で２００人以上の相談者等が来訪 

【１２月】 

４～５日 インターナショナル・バザー開催（於ルックスエキスポ会場）。大公同妃両殿

下が日本スタンドをご視察 

９日  日本大使公邸に於いて平成２２年度天皇誕生日レセプション開催 

２４日 大公殿下，国民に向け恒例のクリスマス・メッセージ                             


